




 

令和７年度PR番組作成放映業務委託仕様書 

 

１ 委託名 

令和７年度PR番組作成放映業務委託 

 

２ 委託期間 

契約の日から令和８年２月２８日まで 

 

３ 委託内容 

（１）北海道内で放送される３０分番組（以下、「番組」という。）の制作 

ア 令和８年１月３１日までに放映する。 

イ 出演者は、町と受託事業者が協議の上、決定する。 

ウ 定期的に打合せを行い、内容を決定する。 

 

（２）番組を編集した、YouTube 等のインターネットで配信可能な５分程度の

動画（以下、「短編動画」という。）の作成 

ア 肖像権に抵触する出演者がいる場合、当該出演者を除くものとする。 

イ メイン出演者以外の肖像権は町が許諾を取るものとする。 

 

（３）番組及び短編動画の著作権は受託事業者に属する。ただし、芽室町が町の

魅力発信を目的とした公衆での上映及びインターネットで配信する場合は、

使用できるものとする。 

 

（４）短編動画を再編集する場合は、著作権の属する受託事業者に依頼し、町が

費用を負担するものとする。 

 

４ 成果品の提出 

次に掲げる成果品を芽室町役場魅力創造課へ提出する。 

（１）業務完了届 １部 

（２）番組及び短編動画の映像データ １式 


